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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について（通知） 

 

 令和５年２月１０日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部において、「マスク着用

の考え方の見直し等について」が決定されるとともに、基本的対処方針が変更されました。 

 これを受け、令和５年２月１７日の第５９回千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部

会議において、令和５年３月１３日以降の県における対策の内容を決定し、別添のとおり

報道発表しました。 

つきましては、当該内容について、貴団体の会員に対して速やかに周知いただきますよ

うお願いします。 

なお、内容については、今後も国の動向、県内及び隣接都県の感染状況等を踏まえ、随

時見直しを行っていきます。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、引き続き御協力をお願いします。 


